
156　Ⅴ　課税標準等

18　　狩　　猟　　税（平成25年度）

狩猟者 狩猟者 狩猟者 狩猟者 狩猟者 狩猟者
登録数 登録数 登録数 登録数 登録数 登録数

千円 人 千円 人 千円 人 千円 人 千円 人 千円 人

4 896  337   4 324  262  44  4  418  51 -      -       110  20

4 532  309   4 009  243  44  4  418  51 -      -       61  11

1 371  95   1 204  73 -       -      139  17 -      -       28  5

新 宿 1 371  95   1 204  73 -       -       139  17 -      -       28  5

3 161  214   2 805  170  44  4  279  34 -      -       33  6

立 川 3 161  214   2 805  170  44  4  279  34 -      -       33  6

 364  28  315  19 -       -     -       -      -      -       49  9

大 島  243  18    215  13 -       -      -       -      -      -         28  5

三 宅  17  1  17  1 -       -      -       -      -      -      -       -      

八 丈  105  9  83  5 -       -      -       -      -      -       22  4

小 笠 原 -         -      -         -      -       -      -       -      -      -      -       -      

区 部

都 税 事 務 所

調 定 額 調定額

法第700条の52 第3号

該当分(税率8,200円)

調 定 額

支 庁

調 定 額

総 計

該当分(税率16,500円)

多 摩

事　　務　　所

総　　　計
法第700条の52 第1号 法第700条の52 第2号

調 定 額

法第700条の52 第5号

該当分(税率11,000円) 該当分(税率5,500円)

法第700条の52 第4号

該当分(税率5,500円)

調 定 額




